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束イ ン ド会社の統治体制下における

インド鉄道会社の進出過程

渡 辺 昭 -

l. 間題の所在

19世紀前半期のイギリス産業資本によるアジア進出において東イン

ド会社の独占体制が阻害要因であったことは, 研究史上周知の事実と

なっている。l832年東インド会社は, アジア貿易の独占を廃止されて以

来本格的にインド支配に乗り出したが, その支配体制は, イギリス産業

資本の確立後の対外的戦略に順応するものではなかった。束インド会社

によるインド支配の実態研究は, これまで東インド貿易,土地制度史, さ

らには東インド会社の金融・財政史の視点から多数行われているが('), 東

インド会社のインド統治問題,さらにはl858年の撤廃に至る過程につい

ての研究はほとんどないと言つてよい。

と こ ろ で, レツセフェ ール時代において国家干渉を要求したインド鉄

道会社は,自由貿易帝国主義論争の大きなテーマとなってきたが( 2 ), それ

はl9世紀におけるレツ セフェールと国家干渉をどのように整合的に理

解すぺきかという間題であった。最近ロビンソン(R.Robinson)によっ

て「鉄道帝国主義」なる概念が提唱され( 3', 帝国主義の一環として鉄道を

検討するのではなく, 鉄道から帝国主義の諸相を考察するという視点が
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示された。具体的には, 一方でョーロ ツパの政策当局(本国政府), 鉄道

企業家, 投資家, 鉄道建設支援者, 他方で現地の政策担当者や建設支援

者などの動機や行動を検討の対象にするというものである。 かつて自ら

提唱した自由貿易帝国主義概念をさらに深化しようとした意図がうかが

われる。 これまでの鉄道史研究にはこの視点が欠落していたと言つてよ

い。 インド鉄道史研究において, このような視点に立つて検討されたも

のに唯一ソーナー(D.Thorner)の研究がある(')。彼の研究は, 東インド

会社の支配体制下におけるイギリス資本の現実的進出過程に注日して,

英印間の航 」路拡張をめぐる利害錯綜関係を明らかにしたのに続いて, イ

ンドに鉄道が導入されていく過程を詳細に検討している。 ソーナーの研

究は, ( l )  英印汽船航路から鉄道への一連のイギリス資本のアジア進出

過程を明らかに していること, (2)鉄道会社の建設要求及び東インド会

社との交渉などが明らかにされていることにおいて画期的であった。 し

かし, マドラス地区は考察の対象外に置かれているだけでなく, 1849年

に締結された元利保証契約までの考察がなされているものの, 鉄道会社

及びそれを支えた運動体の果たした役割と意義を十分に評価していない

ように思われる。

したがって, 本稿は, ソ ーナーの画期的な研究を踏まえながら, .鉄道

会社の動向に焦点を当てて, 東インド会社の統治体制下におけるインド

鉄道会社の進出過程の特質を明らかにすることを課題とする。その際,次

の順序で考察を進めたい。 まずインドの各拠点都市におけるインド鉄道

会社の設立状況を明らかにしっつ, 次に鉄道会社が利子保証獲得をめざ

して交渉を展開した過程を検討して, 最後にインド鉄道会社の契約締結

の歴史的意義を究明すること, 以上である。
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( l )  例えば, 東インド会社研究として, 西村孝夫「イギリス東インド会社史論」
大阪府立大学経済学部, l960年;浅田 資「商業革命と東インド貿易」法律
文化社, l984年;今田秀作「産業革命期イギリスのアジア進出と東インド会

社の位置」 (1 ) (2 ) 「経済論制143-2,3・6(1989年3月, 6月) ;松井 透
「世界市場の形成」岩波書店, 199l年;松本陸樹「イギリスのインド統治」阿

呼社,1996年;角山 栄「イギリス資本とインドの鉄道尊設」「社会経済史学」
38-5 (1973年1月)。イギリス・アジア航路の研究ついては, 機井勝彦「アジ
アの海の大英帝国」同文館, 1988年;同「アジア・アフリカ航路におけるBI
社の郵便輸送契約,1856-93年」 「明治大学社会科学研究所紀要」36-2,1998
年3月を参照。英印間の経済関係については, K.N.Chaudhuri,India's l、or-
eign Trade and theCessation of theEast India Company's Trading
Activities,l828-40, Economic Histo,y Ret,ieu;,2nd.ser.vol. x i x ( l 966 ) ;
WJ.Macpherson,British Investment in Indian Guaranteed Railways,,

l845- l875,Ph.D.thesis of Cambridge University,l954.
( 2 )  自由貿易帝国主義論争のき っかけとなったのは, J.Gallagher&R.Robin-

son,FreeTrade of Imperialism, Economic Hsito,ryReyieu,,2nd.ser.vol.
VI,(1953). またこの論争は植民地にのみ関心を持ち, イギリス帝国の中心
(本国) に関心が払われなかったとして批判したのが, ホ プ キ ン と ケ イ ン で

あった。 PJ.Cain and A.G.Hopkins, Briltish 」lmpen:alism, t;o1l.1・ 1n-
nooaton a n d E:ゆans11on, 1688-1914,London,1993(「ジェントルマン資本

主義の帝国J I (竹内幸雄・秋田茂訳)名古屋大学出版会, 1997年)。
( 3 )  ディヴィス・ ウィルバーン編(原田勝正・多田博一訳) 「鉄路17万マイル

の興亡一鉄道から見た帝国主義」 日本経済評論社, l996年, 序章を参照。
( 4 )  D.Thomer,1m,estmentm Elmpire,Philadelphia,l950. ソーナーの研究

に依拠した研究に, 牧野 博「インドにおける初期鉄道投資」 (1 ) (2 ) 「経済
学論l職1 (同志社大学)第26巻5・6号, 第27卷1・2号(1978年3月,6月)
がある。またイギリスの対インド資本投資については,L.H.  Jenks, The
Migmti onof BriltishCaj)i ta l to187 5,London,l963.

2. インド鉄道会社の設立

インドに対する鉄道導入の動きは, イギリスでl825年に ス ト ッ ク  ト ン

̃ダーリントン区間が初めて開通してまもないl830年代初頭において

すでに出現していた(')。しかし, それは, 机上のプランに終わり, l840年

代に入り初めて本格化した。ただし, インド全土を視野に入れたもので

はなく, むしろぺンガル, ポンべイ , マドラスの三拠点を起点に してそ

れぞれ局地的に展開された。 そこで, まず各地域ごとにその展開を検討

したい。
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( l )  べンガル一東インド鉄道会社の場合を中心に( 2 )

l84l年にスティープンソン(R.M.Stephenson) ( 3 ) は初めて東インド

会社に計画案を提示した時, 完全に無視された。そこで彼は, l843年に

現地の支持を確保しカルカッタ̃ミルザプール(Mirzapur)区間に関す

るデータを収集するためにカルカッタに出かけた。さ っそく1844年1月

l日付けのカルカッタの新聞「イングリッシュマン」に「インドにおける

公共事業の発展」 という鉄道計画案を掲載した('',)。 ここにおいて, 軍事

的・商業的に重要な拠点及び主要都市間を結ぶ 6つの主要幹線が初めて

明らかにされた。図 l に 示 し た よ う に, 第一は, カルカッタからプルド

ウォン(Burdwan)石炭地帯を通りミルザプールをへて, デリー(Dehli)

に至るルート (これはストレジ(Sutlej i )川に沿つてフェロゼプール

(Ferozepore)までの支線を含む), 第二は, ボンぺイからナープッダ

(Nurbudda)川に沿つて北東に進みジュプルプール(Jubbulpoor), ぺラ

リー(BeIlary)を経由してミルザプールで連結するルート, 第三は, ボ

ンぺイからショラポール(ShoIapoor) を通りハイデラバード (Hyder-
abard) に至りべンガル湾に出て, それからェロール(Ellore) を経てカ

ル力ツタまで至るルート,第四は,ハイデラバード付近で南東に進みクッ

ダパー(Cuddapah)を経てマドラスに至るルート, 第五は, マドラスか

らバンガロール(Bangalore)やマイソール CMysore) を 経 て カ リ カ ッ

ト(Culicut)に至るルート, 第六は, マドラスからアーコ ツト(Arcot),

トリチノポリー(Trichinopoly), マ ド レ イ (Madura) を 通 り イ ン ド 最

南端に至るルートである。 インド大陸全体を視野に入れて鉄道ネット

ワークを考えた点は, スティープンソンの視野の広さと鉄道への熱意を

物語り, 図lの路線図を見る限り, 後のダルフー ジ一卿の幹線計画と一
致している点は興味深い。 また, プルドウォンの石炭地帯を通過する計
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図 l. 1840年代の主要な初期鉄適会社の路線計画

PaIamcottah

画は, もちろん鉄道の燃料確保という こ と は 言 う  までもないが, その他

に P & 0 (Peninsular&0rientalSteam Navigation Company)に対

する燃料供給をも意図していたことに留意すぺきであろう ( S )。

- 53 -



東イ ンド会社の統治体制下におけるイ ンド鉄道会社の進出過程

彼は, 1844年7月15日と20日の二回に渡つて書簡を出して, べンガ

ル政庁の認可を得るぺく計画案を示した。 それらの書簡において, 鉄道

の利点について本国やョーロ ツパの事例を引用しながら, 商業的・軍事

的側面から強調した。 そして, 個人企業による建設の場合に, どの程度

インド政庁の支援を得られるかを確認しようとした。すなわち, 政庁か

ら金銭的援助を全く望んでいないことを強調して, 土地収用のための政

庁による支援, 法人団体に関する特許状か法令の発布, 政庁による取締

役会に対する役員の推蘭を要請したのである。同年8月8日付けでべン

ガル政庁(ぺンガル政庁は1854年までインド政庁を兼ねる)は, イ ン ド

国内の法律には土地収容の規定がないが, 建設に向けての会社設立には

全く反対しないし, むしろ人的支援も行う用意があると述べて, 熱狂的

支持を与えた( 6 )。ぺンガル副総督(W.Burd)は, 民衆の支持を獲得する

ことを日的として, カルカッタ官報(Calcutta Gazette) に こ れ ま で の

政府とのやりとりを掲載することも許可したのである( 7 )。

他方, スティ ーブンソンは, 同年8月24日付けの書間でカルカッタに

おける主要な貿易商社に対しても支援を求めた。 ぺンガル政庁からの支

援を確保したこと及び軍事的観点から政庁技師の支持を既に得ているこ

とを強調しっつ, 鉄道の商業的事業及び投資対象としての有効性につい

て積極的な意見を求めたのである。 不安を抱く 一部を除いてほとんどの

商社は,圧倒的支持を表明したのである ( 8 )。またべンガルの商業団体も同

様の対応を示した。 例えばぺンガル商業会議所は, 商業的価値を認める

が,投資分野としての価値についてはデータ不足から結論を保留して,ロ

ンドン東インド協会(London East India Association) にその支持を求

めることを約束し,他方力ルカッタ貿易協会(Calcutta Trades'Associa-
tion) は, 検討委員会を設置して, 鉄道の経済的効果を期待しっつカル
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カ ッ タ̃ ミルザプール間の建設を最良区間と して推薦した(o)。 こ の よ う

に, まずインド総督の支持を獲得して, 次にそれを前提に軍事的視点か

ら政庁技師の支援, 商業的・投資的視点からカルカッタの商人層の支持

を取り付けるというスティープンソンの行動は, ロンドンにおける鉄道

建設推進通動の基盤を確保するという明白な意図を持つてぉり, 明らか

に計算しっ くされていた。

彼は, べンガルにおける熱烈な支援を獲得してロンドンに戻つた。 イ

ンドでの支援を獲得したけれどもインド国内から資金を調達することは

困難であったため, イギリスにおける投資家階級から投資意欲を引き出

す必要があったのである。 まずロンドンにおける著名な貿易商社の支援

を獲得し, その上で投資階級に投資を促そうとした。そのための具体的

データとして,「英領インドへ鉄道を導入する実用性とその利点に関する

報告書」('°) を公表した。 建設を計画している地域の現在の貿易量に関す

る資料及びカルカッタにおける海外貿易総額の資料を明示して, イ ン ド

への鉄道導入の利点を訴え, そしてべンガル政庁からの支援を獲得した

ことを公表し, 最初に建設されるぺき路線は, カルカッタ̃ ミルザプー

ル区間であること, 詳細な調査が行われればカルカッター プ ル ド ウ ォ ン

区間の建設の可能性があることが説明されている。 この報告書には, 彼

の言質を証明すべく, インド政庁広報(GovernmentGazette), イ ン ド

総督との往復書簡, インド貿易商社への手紙など多数の文書が添付され

ていたo

これまでスティ ープンソンはインド政庁に金銭的援助の不必要性を明

言 し て き た が, しかしイギリス投資家階級にとって, 投資市場としての

インドの魅力は不十分でありインド政庁からの金銭的支援は不可欠で

あった。 ここにすでに利子保証が争点となる要因が存在していたのであ
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る。 その間, 彼は, インド貿易商人ラーぺント(Sir G.Larpent)を委員

長として東インド鉄道の暫定委員会(The ProvisionalCommittee of

the East Indian Railway) を発足させた。 l845年1月28日にその設立

趣意書を束インド会社に提出し, 同年6月には建設の認可を公表した東

インド会社の公文書(後述)を機会に資本金i400万の株式会社として正

式に組織するに至つた ('''。取締役の構成については表lに示したとぉり

であるo

べンガル地区において設立された他の鉄道建設会社は, 次の3つで

あった。 第一にべンガル北部 &東部鉄道(Northern and Eastem Rail-
way of BengaI)であるが, 1845年にロンドンで結成され, l 8 46年l月

にはカルカッタに支部が設置された。 目的は, カルカッタ̃バーグワン

ゴラ(Bhagwangola:ガンジス川沿いの重要な市場)区間のl50マイル

を建設することであった。 カルカッタ商人に支持されたが, 後述するイ

ンド政庁技師シムズ(F.Simms)の調査によりガンジス河の流れが変動

するため不適切であると判明して, 結局インド政庁によって拒否され

た('2 )。第二は, べンガル大西部鉄道(Great Western of BengalRailway)

であり, 東インド鉄道の最も強力なライバルであった。 カルカッタから

ラージマハール(Rajmahal) までの路線建設を日的としていた。 この計

画は, べンガル政庁の主任技師マクロード(GeneralMacloed)と元イ

ンド郵便局長アンドりュー(W.P.Andrew)によって発案され, ガンジ

ス河流域のインディゴや砂糖キビの裁培に投資していたカルカッタの商

人や銀行によって支援された。 しかし東インド鉄道会社は, この区間を

支線として考えていたので, 独立した鉄道として存在することに反対で

あった。 l849年まで両者の間で熾烈な対立関係が生じることになる l'3 )。

最後の大インド北部鉄道(Great Northof India Railway) は, 1845年
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表1. 東インド鉄道会社の役員構成(1845年)

Sir G.Larpent, 社長

B.D.Colvin 副社長

R.G.Barclay
A.Beattie

C.D.Bruce

Sie J.Campbell. K.C.H.

Major-GeneralCaulieId.C.B.

T.S.Kelsall

J.P.Larkins

Capt. A. Naime
E.H.Palmer

W.Scott

J.Stewart

M.Stepehenson専務取締役

R.F.Gower 会計監査役

Capt.Farquharson. R.N.
会計監査役

取引銀行

事務弁顯士

願間技師

Messrs. Cokerelland Co.

Messrs.Crawford,Colvin&Co.
Messrs. BarcIay Brothers&Co.
Messrs. Beattie&Co.

Messrs.Fletcher,AIexander&Co.

The Peninsular and Orientalsteam Navigation Co
副社長

元東インド会社社員

Messrs.ke!salls&Co.

元べンガル政庁文官, 海軍the Marine Board長官

元東インド会社社員

Messrs.Palmer,MackillopDent&Co.
元マドラス在住,Messrs. Scot,Bell&Co.

元ポンべイ在住

Messrs. Gower,Nephews&Co.

Messrs.Glyn,Hallifax,Mills,and Co
Messrs,Freshfield

J M.RendeI

典拠: He mpath's Railmay J'iou mat 1845. p.722,8l0.

l 0月にロンドンに設立された。 この鉄道の日的は, アラハバード(Al l a -
habad)̃デ リ 一区間を建設することであった。束インド会社の軍人や官

僚によって支援されたが, 束インド鉄道の重要な区間と重なっているこ

とぉよびシムズの調査によって一つの会社によって建設・運営された方

が望ましぃ と 勧 告 さ れ た こ と か ら, 衰退していった ('4 )。

(2) ポンべイーポンぺイ大東部鉄道から大インド半島鉄道へ

ボンべイの場合にはカルカッタと違い, ボンべイ政庁の官僚, ボンベ
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イ貿易商, 銀行家達が積極的に鉄道を導入しようとした。 ボンぺイ政庁

の官僚では, ウィロビイ(J.P.Willoughby:ボンべイ政庁主席事務官, ポ

ンべイ総督参事会の暫定メンバー), ぺ リ ー (Erskine Perry), フェア

(BartheFere), オリヴァ(R.0l iver), グラス(H.H.Glass), メ ル ヴ ィ

ル(PM.Melvill)といった人々, またボンべイ貿易商ではマネックジ(C.

Maneckjie), コ ウ スジー (F.Cowsjie), サンカーセット(J.Sunkersett)

と いった人々であった。1844年7月l3日にボンぺイの市庁舎において,

貿易商, 銀行家そして官僚達は, ポンべイ大東鉄道(Bombay Great

Eastern Railway) の('5 ) ]l西l定委員会を結成して, ポンべイ総督アーサー

(Sir G.Arthur)からも熱烈な支持を獲得した。 この鉄道の計画は, ボン

べイからタンナー(Tannah)を通り, イ ーチュアリ ー (Eatuary) を 横

切りカルワー(Kalwah)付近のデカン高原まで行き, そこから二方向に

分岐する。一つはカリアン(CalIian)河を横断しスル・ガーツ・ロード

(ThulI Ghat Road) まで, も う一つはパンウエル(Panwel l )上流6マ

イル付近のポール ・ ガーツ ・ ロード(Bhore Ghaut Road)までの鉄道

を建設することであり, 建設費は Rs.350万(額面Rs.500の7,000株)と

見被もられた。

この暫定委員会結成の6日後に設立趣意書を吟味するために, ポンべ

イ政庁はさ っそく検討委員会を設置した。 しかし提出された設立趣意書

は, 実地調査に基づいたものではなかっため, 発案者のクラーク (G.T.

Clark)に差し戻し, 1844年8月に調査のためにイギりスから新たに二人

の専門家の派遺を認めた。 その間政庁の検討委員会は翌年l月半ばにイ

ンド民衆の貧困に由来する乗客収益の不十分性, インドに設立された株

式会社への投資の失敗などを指摘した報告書を発表して, それに対する

意見を会社発起人達から求めようとした。 l0日以内に 25人が回答を寄
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せ,Rs.21万の株式登録の要請と二ヶ月以内の株式に対する第一次払い

込みを示唆した ('6'。 しかしこの計画は, 投資不安が醸成されて失敗に終

わった。 そこで発起人達は, 暫定委員会を解散して新たに内陸鉄道協会

(Inland Railway Association)を設立した。 この日的は, ポンぺイから

の最適な路線を建設するために情報を収集することであった。 しかし発

起人達は,単独で調査できる情報と資金を持ち合わせていなかったので,

ポンべイ政庁の援助を求めざるを得なかった。 インド総督は, 束インド

会社によってインドへの鉄道導入が適切かどうかについて正式に決定さ

れるまで勝手に調査すべきでないとして, この要求を却下したのであ

る ( l 7 l〇

他方イギリスにおいてもチャップマン(J.P.Chapman)が新しい動き

を展開していた。1844年に彼は次の如く書いている。路線は, ボンべイ

か ら 始 ま り ガ ー ツ を 上 り, ゴダヴァリ(Godavar i )河沿いのチノール

(Chinoor)を進みコ リンガ(Coringa)までその川を下るルートで全長

1,300マイルあった。 その間プーナー(Poonah)からサタラ(Satara) 線,

ビジャポール(Bejapoor) ̃アーメドヌガール(Ahmednuggur)線, ア

ウンガバード(Aumgabad) ̃ハイデラバード(Hydrabad) ̃ナグプー

ル(Nagpore)̃オームローウッティ(0murawutty)線などの支線によっ

て地方拠点都市や綿花市場までを連結することを意図していた。 この鉄

道が通過する地域は人口1,000万人でかつ最も肥沃な地域と考えられて

いた。彼は, 世界各国の建設費を比較検討した結果, インド鉄道の建設

費をlマイル当たりi3,000と算定し, ガーツ越えの特別経費i50万,エ

ンジン・車両費,le60万を含めて総工費をi500万と見積も った。 ポンべ

イ商業会議所の報告書に基づく現在の輸送状況から,内陸からの綿花,内

陸への塩及びイギリス工業製品の輸送の拡大を期待していた('8 )。1844年
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1l月8日に彼は, 「大インド鉄道 (Great Indian Railway)」 という長文

の資料を東インド会社に送り, 支持を求めた。す ぐ に ボ レ ツ ト と ホ ワ イ

ト(Messers Borett and White), スティーヴンソンやインド貿易商ラー

ぺント (G.Larpent), 東インド・中国協会の会長らもこの鉄道計画を支

援するように東インド会社に要請したが, しかし東インド会社は支持し

なかった l'9 )。チャップマンは, ワートレー(J.S.Wortley,M.P.)を同鉄

道会社の社長に就任させることに成功して, 会社の名称も 「大インド半

島鉄道(Great Indian Peninsula Railway)」 と改名し, 引き続き精力的

に活動を展開していた。

1845年5月7日の公文書で東インド会社の認可方針が明らかになる

と, 同鉄道会社は, 三日後の5月l0日に初めて会合を開き, 社長のワー

ト レ一他8名が正式に取締役に就任した。 ここでの決議は, 会社設立趣

意書をすみやかにタイムズ, モーニング・ クロニクル, モーニング ・へ

ラ ル ド, モーニング・ ポストの各新聞に掲載して, ロンドンのみならず

リヴァプール, マンチェスター, リーズ, ス コ ツトランドの各地方にお

いても会社の存在を宣伝することであった。 その設立趣意書には, 取締

役一覧のほかに, 資本金i600万(額面,e50がl2万株), 建設路線は, 内

陸地帯をボンぺイと東海岸の最良の港の両方から結ぶ全長l,300マイル

で あ る こ と, インド国内の資源は, 綿花, 砂糖, シルク, アへン, 木材,

香辛料等であることなどが記載されている ( 2°)。1845年のロンドン金融市

場は海外投資を求めていた遊休資金が豊富であったが, 現実的にインド

鉄道に投資しようとする投資家達はまだ懷疑的姿勢を示していた。

チャップマンは, 情報が錯綜する中で, 具体的に數設する地域の調査

のためにインドに赴いた。その際,社長の親書を手渡しボンぺイ総管アー

サ ーの支援を得ることに成功した。 またボンべイにおける運営組繊とし
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ての暫定委員会 (ProvincialCommittee of Bombay) を組織して, 代

表 に ウ ィ ロ ビ ィ, 副代表にクロフォード (R.W.Crawford:著名な貿易

商・船主, 数年後帰国して議員, 東インド鉄道社長, イングランド銀行

総裁を歴任)を就任させ, その他ジャーヴィス(Col. Jervis), グラス(H.

H.Glass), スプーンナー(R.Spooner), リギィット(P.W.Legeyt), レ

ミントン(R.Rem ington), デッキンソン(S.S.Dickinson,スミス(J.

Smith), メルヴィル(Col.PM.Melvill), ジ ャ ム セ ッ ト ジ ー (C. Jamset-
jee), ホーヌスジー(B.Homusjee), マージー(V.Mirjee), ジョガナ

スジー(S. Jogannathjee), ぺストンジー(D.Pestonjee), フェアー(G.

Faire), スワンソン(Cap.Swanson), アィアートン(A.S.Ayrton)を

任命した。提携銀行はボンべイ銀行であった。1845年4月19日にポンべ

イ市庁舎において約l00人の人々が集まった。 ここで新会社への移行手

続きや新役員が決定され, 5%の配当を要求することが時期尚早である

ことなどが確認された( 2')。 そして既にボンぺイに存在している内陸鉄道

協会を傘下におくことに成功した。 この時点における取締役会の構成は

表2 に示した通りであるが, その特徴は, 東インド鉄道が束インド貿易

商社との関係が強かったのに対して, イギリスの鉄道会社や銀行との関

係が親密であったことであろう。その後さ っ そ く 技 師 ク ラ ー ク  (G.T.

Clark)と コニ イ べア(Conybeare)の二名を引き連れて, ポンべイから

マルセジ(Malseji), スル(Thull), ボール(Bhore)のガ ーツ山脈を調

査し, カ ル カ ッ タ と マ ド ラ スに至るルートを検討した。その結果ボンべ

イから南東へ 265マイルのショラプール(Sholapur) へ, 北東へ 404マ

イルのホシュンガバード(Hoshungabad) まで調査するに至り, 最初に

建設されるべき区間の建設費, 運営収益の見積もあわせて検討した。 な

おチャップマンが帰国した後, ボンべイにおける暫定委員会の構成が変
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表2. Great Indian Peninsula Railway Companyの暫定的取締役会の構
成(l845年末)

ロンドン取締役会

9

10

l 1

l2

13

J S.Wortley 社長

W J.Hamilton 副社長

F.Ayrton
J.G. Frith

H.Gordon

J.B. Braham

R.Kennard
W.Nicol

R.Paterson

J.Bax

D.Waddington

T.Williamson

M.WiIson

ポンべイ委員会

10

l l

l 2

l 3

J.P. Willoughby 委員長

R.W.Crawford 副委員長

Col. Jervis

C.Cowasjee

J.Smith

V.Meerjee

Col.MeIvill

H.H.Glass

J.Sunkersett

Capt.Swanson

C. Jemsetjee

R.Spooner

D.Pestonjee
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イギリス国会識員 (Member of Parliament, 以下
M.P. と略記)

イギリス国会識員(M.P.)
late of the East India CompanyService
Frith,Wallace&Co.

Richie,Stewart&Co. (Bombay)

Iate of Bombay

Northem and Eastem Railyway Co. 副社長

NicoI,Duckworth,andCo. (Liverpool),東インド ・
中国解会会長

Northem and Eastern Railway Co. 社長

Eastem CountiesRailway副社長, イギリス鉄道建設
推進者 .

late Revenue Commissioner of theI:)eccan(Bom-
bay)

Al!iance Assurane Oflice理事

ChiefSecretary of Govemment,ProvisionalMem・
ber of Council

Remington,Crawford and Co.

Chief Engineer(Bombay)

Merchant, Justice of the Peace,large Iandholder in
Bombay
Messrs.Nicoland Co.

Farmer of the Govemment Revenue and of the
Hyderabad(Nizam's)

MiIitarySecretary to the Govemment of Bombay

CivilService,ColIecter of Customs of Bombay
Justice of the Peace,Member of the Board of
Conservancy andElaucation

Paymaster of the Army(Bombay)

Sir Jemsetjee Jeejeebhoy,Sons and Co.

CivilService,Dupty CoIlector of Customs(Bom-
bay)

Dadabhoy and MuncherjeePestonjeeCo, Justice of
the Peace,largelandholder in Bombay
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秘密

受託者

願間技師

支配人

常任願間弁護士

事務弁發士

取引銀行

ポンぺイのェージェン ト

A.S.Aryton (Messrs. Ayrton and Walker)

P.W.Legeyt(CiviIService, Judge of the Sauddur
Asawlut)

J.Dadabhoy(Jeejeebhoy,Badabhoy,Sons and Co.)
R.Remington(Remington and Co.)
R.Stephenson

J.Chapman

C.Buller(London),(M.P.)

W.Howard(Bombay)
Messrs.White&Borrett

Messrs. Ayrton&Walker

Messrs.Dension,Heywood,Kennards&Co. (Lon.
don)

Messrs.Arthur,HeywoodsSons&Co. (Liverpool)

Bank of Bombay (Bombay)
Mess!・s. Nicol&Co.

典換:No.5Provisionally registeredGreatlndian Peninsula Railway
Company in RHC

化した。 ポンべイ総督が熱烈な鉄道支持者であるライ ド (L.Reid) に,

ウィロビィが正式のボンぺイ総督参事会メンバーに,そして,ク ロ フ ォ ー

ドがボンべイ支部の支部長にそれぞれ就任した(22)。

(3) マ ドラスの場合一マ ドラス鉄道会社の場合

マドラスにおける鉄道計画は, 1831-32年頃で, マ ド ラ ス̃アーコ ツ

ト, バンガロール区間の建設であった。 しかしこの計画は, 蒸気機関車

ではなく, 動物よって率引されるものであった。その後1836年に, マド

ラス政庁願問技師コ ツトン(A.P.Cotton)は, マドラス政庁に対してマ

ドラスからバンガロール, プーナを経由してボンべイに至るルートに関

する報告書を提出した。 1837年にはマドラス政庁は, マドラス砲兵隊

ワ ー スター(Cap.Wortster)に対してより具体的な建設可能区間として

マ ド ラ ス̃ワァラジャヌグール(Wallajahnuggur)区間65マイルの調査

を 命 じ る と と も に, 東インド会社取締役会に対して, 建設の必要性を強
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く訴えた。 そして建設資金難を理由にその要請が却下されたものの, こ

の正確な調査によって会社設立への足がかりを得ていたのである l23)。 マ

ドラス鉄道の実質的な組織が結成されたのは, 1845年6月の暫定委員会

の結成においてであった。それは, 表3の如く, 長くマドラスに住み, 鉄

道調査に熟知していた人々を中心に総勢20名から構成された。マドラス

̃ワラジャヌグール区間の早期建設, その後におけるマドラス全土への

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

u
9

9

7

H

2

加

表3. Madras RailwayCompanyの暫定的役員構成 (1845年)

J.A.Arbuthnot 社長

Lieut. -Col. Abdy
N.B.Acworth

J. Babington

W.S. Binny

Major M.Chase
B.Cunliffe

G.Gowan

H.S.Graeme

R.King
Lieut.-Col.T.K.Limond

Major D:Montgomery
J.Norton

Capt.E.0mmanney

J.Pugh
C.Roberts

LIeut.-Col. D.Sim

J M.Strachan

J.SulIivan
E.Watson

取引銀行

願間技師

事務弁顯士

Arbuthnot,Latham&Co.
late Madras Artillery

Iate Register Supreme Court,Madras
late Madras CivilService

late of Binny&Co.,Madras

Madras Cavalry
late Madras CivilService

late Madras CivilService

formerly Acting Governor of Madras
Gledstanes,Kerr&Co.
Madras Cavalry
late Madras Cavalry

Parry. Dare&Co.
late Madras CivilService

late Chief Engineer at Madras

Iate member of Councii at Madras

London and Westminster Bank

R.Stephenson

Messrs.Sutton,Ewens,0mmanney and Prudence
Robert Fletcher(London)

JM.Heath(late Madras CivilService)

典1ll:The  Madras Railway Company in RHC
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路線拡充が確認され, 資本金と して ,e50万を一株i20 で25,000株発行

し, マドラスに 5,000, 本国に 20,000(取締役への割当分を含む)を割当

てることにした。株式会社として成立するには, 総資本の五分の一以上

を調達できるという証明が必要であったために, 一株当たり預託金とし

て2シリングを明記して公募したところ, 応募総数が70,000 にのぼ り,

未払い株は2,750株に留まった (24 )。これによって,マドラス鉄道会社に対

する大衆の関心の高さが証明されたことになり, 同会社は, さ っそくマ

ドラス政庁, そしてインド政庁に対して早期の建設認可を要請するに

至つた。 しかし結果は, 他の地区と同じく, ぺンガル地区の結果が出る

まで留保された l25)。

( l )  N.Sanyal,Det'eloPmentof lnd i m Raihoays,Calcutta,1g30,pp.3-4.
( 2 )  設立当初の東インド鉄道については,H.Mukheljee,TheEarly History

of the Eastlndian Railway,l845-1879,Ph.D.thesis of University of
London,l966.Chapter.1.を参照。この博士論文は,l994年に同じ密名で
i994年にカルカッタのFirma KLM Private Ltd.から出版されている。

( 3 )  スティープンソンの出自に つ いては,D.Thomer, ibid.,pp45-46. ス
ティープンソン家は著名な貿易商社を営んだ家系であった。彼は東インド会
社の社員であった兄二人とともに, ハーロ一校を率業後土木技師となり, ア
ジア航路の汽船会社に努め, 早くからインドに関心を持つていた。

( 4 ) RePort uPonthePracticabilityand a dm ntagesof theintroductjonof
Railu'aysinto Briltishlndia ,0y R.M .Stephenson, 1844,pp5-8 in Rajhoay
Home CorresPodence seriesA(以下 RHCと略記:L/PWD/2/43,Indja
Oflice Library)なぉこの資料群は, すべてBritish Library,India Offce
?vision に所蔵されている。 D.Thomer,olp,c;lt.,p.48.

( 5 )  後に東インド鉄遭の取締役会に P & 0 創立者のカールトンが参加してい

る。 P&0をはじめアジア航路の蒸気船の燃料補給がいかに深刻な間題で
あったかについては, 横井勝彦, 前掲書, 第4章を参照。

( 6 ) RePortuPon the Pmcticabili0,m d Adt,antagesof theIntroductionof
Railu'aysinto Bntishlndia by R.M. St,ephens,on, 1844,pp.17- l 8 jn RHc.

( 7 ) ibid.,The CaIcutta Gazette on24Aug. 1844. pp.679-68 l in RHc: A.
Awasthi, Historyand Det,el,opme n t of RaihMys m lndia,NewDelh j ,,

l994,pp.18-20.
( 8 ) Rのort b y M. St,epenson, 1 8,,l 4, p p . l 9-26 i n RHC. 具体的商社名は,

Messrs.Colvin,Ainslie,Cowie&Co.. Messrs.Macintyre andCo.,Gillan.
ders, Arbuthnot&Co.,Messrs.Leach. Kettlerwell&Co.,Merrs Living.
ston,Syers andCo., Messrs Allan,Deffelland Co., Messrs.CockerbII and
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Co., Messrs.Gisbome andCo., 以上l2社であり, いずれもインドの貿易
と金融に関わる有力な商社である。

( 9 ) ibild.,App.Nos.14-l 5 i n RHC.
(10) AReportuponthePmcticabiuiか and Adt'antagesof the lntroduction

? R a i h,oaysinto.B ntishindia in RHC.
( l1) Hempath's Raitmay Jl,ot‘rnal,l7May1845,pp.722-723,l7April1847p.

498.

( l2) A.Awasthi, olP.alt.,pp.20.
( l3) ibid.,p.21. この両鉄道の競争については, Hentlath's RailmayJlournal

の株主総会記録に詳しく記されている。
( l4) ibid.,p.2 l. そのほかにも Calcutta and GreatEastemBengalRailway,,

Direct Northem Railway などがある。 N.Sanyal.op.c;lt.,p. ll.
( l5) 初期のポンべイ鉄道の設立については, S .N.Sharma, Histo'y of the

G n at I ndianPeninsula Railtoay, 1853-1869,vol.l,Bombay,1990,,

Chapter1参照。
(16) Repor tof Pfoceedings of a Meeting of Shafehotdersof the Blombay

GreatEasten Rlnlto,ay hel d at theT,oωnHal1 onSaturdaythe19thApril
11845,p .l. in RHC

( l7)  S.N.Sharma, oP.alt. ,p.38.
( l8) Great Indian Railway from Bombay to Coringa in RHC.
( l9) ibid.,pp.39-40.
(20) ibid., p p.42.
(2l) R,eportof PMeedings o f a Meeting of Shareholde,s of theBombay

(ireat Eastern Railula y m RHC.
(22) ibd.,pp.44-46.
(23) The Madras RailwayCompany registeredprovisonarypursuant to the

the7th and8th VicCap.CX in RHC.
(24) R〇ortof Madms Railtoay CompanyinRHC.
(25) Hempath's Railtoay J,ouma1,l846,Nov. l4,p.1444.このほかマドラスに

おける鉄道会社として, Madras Nellore and Arcot Rallway,Madras and
Bombay Direct Railway,Madras and PindicherryRailway,Madras and
Southem Railway,Cuddapah and Hyderabad Railway などがあった。

3. 東インド会社の政策転換とインド政庁の調査

( l )  東インド会社の政策転換

以上のように, 各地域において鉄道建設のための推進組織が結成され

て, 1844年末から1845年初頭にかけて,東インド鉄道会社のラ ーぺ ン ト

や スティーブンソン, 大インド半島鉄道会社の事務弁護士, さらには束
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イ ンド ' 中国協会の会長などからイ ンド鉄道の建設促進を要求する請願

書が東インド会社に寄せられていた。その結果, 東インド会社は初めて

公式見解を表明するに至つた。それが, 1845年5月7日付けでインド政

庁へ宛てた公文書であった(')。

この公文書についてまず注日すべき点は, 東インド会社による現状認

識とそれに基づく政策転換についてである。 インド鉄道の収益は, イギ

リスと違い, 乗客輸送からではなく商品輸送から生み出される可能性が

あることを指摘して, その理由に(l)インドが人口が多いにもかかわら

ず民衆は貧しく広大な国土に分散して暮らしていること, ( 2 ) イ ン ド は

豐富な資源に恵まれているにもかかわらずそれを市場に運び出す安価な

輸送手段が欠如していることを挙げた。 これを改善するためには, 鉄道

が最適であり建設に当たって政府の援助を受けるに値すると, 初めて鉄

道建設の必要性を明言したのである ( 2 )。さ し あ た り, インド特有の自然的

障書及び有能な技術者を確保することの困難さから限定的な試験路線を

建設することが望ましく, その実行可能な路線を確定するために有能な

技師による正確な調査が必要であるとして, 調査技師を本国から一人派

遺し, インド政庁からも二人の技師を確保するように要請した。 さ ら に

は東インド会社取締役会は, その調査報告を提出する際に, 調査結果の

みならず鉄道建設にあた っての約款についてインド政庁の見解を明らか

にすべきことをもインド総督ハーディング卿(Lord Hardinge) に 要 請

したのである ( 3 )。

次に注日すべき点は, 建設主体とその条件について明示したことであ

るo それは, 建設主体を政府ではなく個人企業とその資本に依存すると

いう点である。その際, イギリスの場合のように運営収益のみで自立的

経営が成り立つように政府が監替権を保持すぺきこと及び最終的には幹
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線が国家資産となるぺきことが条件として付けられた。 この二点を前提

として, インドに私企業を導入する条件として次の点を検討するように

インド政庁に要語した。すなわち, ( l )最初に建設されるぺき路線とそ

の後の計画路線綱を策定し, そのための詳細な計画と見積もりが政府に

報告されること, (2) 鉄道会社との協定に関する条文構成とその内容も

政府に報告されること, (3)鉄道会社の帳簿や書類は, いつでも政府の

監査可能な状態に置かれること, (4)鉄道会社の利潤率は, 規定の率を

超えるべきでなく, もし超えた場合には政府が運賃を引き下げる権限を

持つこと, (5) もし上述の条件を満たせば, 特許状(acharterof incor-
poration)がインドとイギリスにおいて鉄道会社に付与されること, (6)

政府は,あらゆる方法でもって鉄道会社の調査や営業を支援すること,以

上六項日が提示された。 そして, 鉄道発起人から要請されていた投下資

本に対する保証についても, インド政庁が供与可能な金銭的援助の方法

と程度を検討する用意があることを示唆したのである l')。

このように, 東インド会社は, 建設主体をイギリス私企業とその資本

に依存することを明示し, 政府による鉄道会社に対する監督権と最終的

資産獲得権を確認しっつ, 私企業を積極的に導入するにあたっての保証

内容についても前向きに対処するという基本方針を打ち出したのであ

る。これは, インド鉄道政策史上最初の歴史的転換を示す事件であった。

では, これに対してインド政庁がいかなる対応を示したのであろうか。

(2) インド政庁による実地調査

東インド会社の命令によりインド政庁願問技師シムズ(F.Simms) は

べンガル政庁技師のプワーロ ウ  (A.H.Boileau) と ウ ェ ス ター ン  ( J.R.

Westem) と と も に 調 査 を 行 な っ た。その調査目的は, 東インド会社に

よって提示された問題を検討し, カ ル カ ッ タ̃デ リ 一区間の路線確定に
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関して報告書を作成するためであった。 調査結果は1846年3月 13 日付

けでインド政庁に提出された。それにおいて, 彼らは, ( l ) イ ン ド に 対

する鉄道導入の重要性を確認したうえで, 東インド会社が明示したイン

ドの自然的障書について一つ一つ反論して導入の可能性を示唆している

こ と, (2) 個人企業とその資本の導入については, 政府の統制下であれ

ば可能であること, ( 3 )実験路線として, アラハバード(Allahabad)

̃カウンプール(Cownpore) 区間が望ましいが, 不可能であればカル

カ ッ タ̃バラックポール(Barrackpore: ミルザプール付近)区間の建設

でも可能であること, (4)建設工事について, 単線による建設が望まし

い が, 将来の複線化に向けて基礎工事を行うこと, (5)建設に携わる企

業数については, 区間ごとによる工事費の格差をなくすためにカルカッ

タ̃デ リ 一区間は複数の企業ではなく一つの企業によってのみ建設され

る ぺ き こ と, (6)将来の路線綱について, アグラを起点としてボンぺイ

からの路線と連結し, インド両海岸を結合することを進言したのであ

る ( S )。 シムズらの報告は, 純粋に経済的・技術的視点から鉄道の可能性と

最良のルートの選定に終始してぉり, カルカッタ̃デ リ 一区間の建設を

かなり現実なものとして印象づけた。

インド政庁は, この調査結果とこれに対する見解を1846年5月9日付

けの公文書で東インド会社に送つた ( 6 )。 インド政庁としての見解をまと

めたインド総智参事会会員マドック(T.H.Maddock), ミ レ ッ ト ( F .

Millett)そしてキャメロン(C.H.Cameron)の3人が注日したのは, ①

土地の使用指, ②鉄道の所有権, ③鉄道会社が経営を失敗した場合の

対処方法,④政府による保証内容, ⑤政府の監管権に関してである。

ま ず ① については, 土地の収用は政府の方が容易であることから, 政府

が無償で鉄道会社に提供すぺきであること, 次 に ② については, ある一
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定期間後に規定の条件を満たせば, 政府は鉄道の所有権を行使できるこ

と, ③ については政府は土地供給のためにかなりの経費を投入するの

で失敗した場合には鉄道資材を没収できること, ④ については, 土地以

外の政府援助には反対であること, ⑤ については, 鉄道計画や建設'経

営に関する完全な支配権をインド政府が確保すること,以上である( 7 )。こ

の5項日の検討結果は, シムズらの調査に基づいているためほとんど同

じ考え方を反映していた。 ただ強調している点は, 鉄道会社に対する授

助を土地供与のみとし利子保証に反対であること, カルカッタ̃デ リ ー

区間の建設費をlマイル当たり ,e l4,000̃ l5,000と見積るものの, その

収益性については資料不足を理由に保留していることであろう。

ところでこの見解は, 上述の3人の連名で東インド会社に提出されて

いるものの, インド政庁の統一的見解を示すものではなかった。イ ン ド

総督参事会議長マドックの薦めもあってインド総督ハーディングも自ら

の意見を明らかに した ( 8 )。彼は,政府の援助を土地収容に限定することに

反対であった。すなわち, イギリスと違つてインドにおいては鉄道の自

己採算性を望めなく, 政府が援助する土地収容経費は鉄道から引き出さ

れる利益 (特に政治的軍事的利点) と較ぺるとはるかに少額ですむはず

であり, したがってイギリス投資家階級を積極的に鉄道投資に導くため

には, 東インド会社の利子保証が不可欠であるというものであった。 イ

ンド総督は帝国の保全の観点から利子保証をインドに投資させる手段と

して積極的に位置づけようとしたのである。かくして現実的過程は, イ

ンド総督参事会会員らの見解は無視され, インド総督の方針に従つて鉄

道会社に対する利子保証を認可する方向で進んでいくのである。
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) Court of Directors to the Govemment of India,7Mayl845(No. l l )  in
C1opy of aDespatchaddressedbytheCourtof Dinctorsof theEast India
C1ompany ,l1o theGot,ernor-(;ene ml of lndia,calling hisattentionto the
eugお'on f lla?mり Commmim的n 加 t加t Co“nta, an'必h aaMh'amm・

tary aりe's, 1845,ooi1.34, tlaer Mo.3 27. ムカージ一女史は, 博士論文の
中で東インド会社の態度変更の理由については全く不明であると述べてい
る が, 本稿で確認したように, 鉄道会社発起人や東インド貿易関係者による
圧力があったからと考える方が妥当であろう。

) ibid.,para. 2.
) ibid.,paras.3-5.
) 1ilbi d.,paras.6-8.
) Reportof the Engineer 〇lf;lce,sdatedby13 M afeh 1 8 4 6 i n A C‘o;plyof
theRel)ortofthe laom,msssionersのointedbytheSupremeGot,ernment
to 加一'Me 加to fhegmeMa i  e“6 f fo" f f 加 F mお'aaa流か f e s加04む加'ng
Railtoay Com mun:cat11on tho昭hout .hd i a ,Bn:tish Parliamenta,:y Plall,ers,
1846, t'o1.31, Paper 571.
) CoP0' o f a Letter f,om theGot'ernm ento f India m t heLlegislatit,e
Department to theCourtof Directors of the nastIndia Company,dated
by 9 M aly 1846 m Copy of t he Railu'ay Reportsfrom India m B:nltilsh
Rarliam e,;tlny Papers, 1 8 4 7 t,ol. 41, Rりer 6 8.

) ibild.. マ ド ッ ク, ミ レ ツ ト, キャメロンのそれぞれの覚密も収められてい
るo

) ibid.,No.7. Minute by the Govemor-Generalof India dated28 July
l846. 鉄道によって生じる軍事費の節約は,年i5万であり,総工費a00万
の鉄道建設に匹敲すると見積られた (年間の利子負担を5% とした場合)。

4. 利子保証をめぐる交渉過程

( l )  各鉄道会社の利子保証要求

まずべンガルにおける鉄道会社の動向を見てみよう。l846年6月に東

インド鉄道は初めて5%の配当を要求した。 これに対して東インド会社

は333マイルの建設費としてi500万に対して4% の保証を与える準備

をしていた。ところが監督局は, 規模を縮小し150マイル, ,le300万に対

して4%の利子保証をl5年以内にして認可しようとした。しかし東イン

ド鉄道は, この提案には納得できず,1847年2月13日に(1)4%の保証

対象額をi300万ではなく実費とすること, (2)保証期間を15年以内
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ではなくインド政庁に売却されるまでとすること, (3)実験路線のみな

らず建設される全路線に保証を拡大すべきことなど, 要求を大幅に拡大

して東インド会社に対抗していく姿勢を強めた (')。東インド会社はこの

要求を再検討する用意はあった が, 監督局は全く交渉に応じるつもりは

なく, 東インド会社と監督局との対立が表面化することになった ( 2 )。この

ような応答を背景に,同鉄道会社は,1847年4月17日に会社設立以来初

めての総会を開き, 会社としての立場を株主に理解と支援を求めたので

ある( 3'。すなわち, この会社は, (1) ヵルカッタからデリーまでの約900

マイルの区間について, lマイル当たり 1le17,000, 総工費 ile l,550万弱で

建設すること, ( 2 ) 5% の利子保証の獲得を日指していることを確認し

たのである。

他方, ボンべイにおいてはどうであろうか。チャップマンは, ボンべ

イ滞在中に精力的に鉄道支援体制を構築しポンべイ政庁を通じてインド

政庁に建設の支援を要請する一方で, ボンべイから西ガーツ山脈を越え

て内陸の綿花地帯へのルートを調査した。彼がインドの調査から帰国し

た時, 東インド会社は, シムズの調査報告やインド政庁の報告書を検討

するまで, 公式見解を差し控えていた。 このような膠着状態が続いてい

た時, アメリカにおける綿花栽培の失敗によりイギリスの原綿価格が高

騰するという事態が生じ, ポンぺイでは社長のクロフォードをはじめと

する綿花取引商人達, イ ギ リ ス で は プ ラ イ ト ら は, インド綿花の開発と

それを推進する鉄道建設を促進すべく検討委員会の設置を要請する絶好

の機会を得た。 クロフォードは, 大インド半島鉄道が最適の手段である

ことをポンべイ政庁に訴え, その支援を取り付けようとしていた (')。他方

プ ラ イ ト ( J . B r i g h t ) は, イギリス識会において載極的にインド綿花栽

培の必要性を力説し,調査委員会の設置に成功したのである ( S )。この動き
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は, イギリス世論に対するインド鉄道の重要性をアピールすることに成

功したことを物語るのであり, 後にイギリス商工業界, ロンドン金融市

場さらにはイギリス議会をもインド鉄道間題に積極的に介入せしめるこ

とになるのである。 かくして大インド半島鉄道が初めて4%の利子保証

を要求したのは, l846年11月10日付けの東インド会社宛の書簡におい

てであった ( 6 )。その後, 同会社は, 東インド鉄道と同じく保証利子率を

5 % に引き上げ, l847年5月にボンぺイからカリャンまでの約35マイル

の建設のため,lE:50万に対する5%の利子保証を25年間認めるよう要請

した ( 7 )。しかし, 東インド会社は, この要求に対する返答を保留していた

のであるo

最後にマドラスにおいてはどうであろうか。マドラス鉄道会社は, l846

年2月l9日に第一回の株主総会を開催した ( 8 )。アーボスノット ( J .A .

Arbothnot)が議長となり, 会社の概要が説明された。 その後l846 年開

催の半期株主総会( 9 ) では4%の利子保証が不可欠であることが確認さ

れたが, 続く1847年2月開催の半期総会('°) ではマドラス鉄道会社の要

求に対して束インド会社が認可を与えないのは, 東インド鉄道が条件を

呑むまで, インド監督局が他の鉄道会社について検討することを控えて

い た か ら で あ る と, 東インド会社と監管局の対応を強く批判するに至つ

た。 この膠着状態にしびれを切らして, マドラス鉄道会社は, 1847年6

月に特別総会を開き (''), 現在の金融市場から判断して東インド会社の保

証が無ければ強引に建設を推し進めることは得策ではなく, しかるべき

時期が到来するまで現在の会社を解散することはやむを得ないと, きわ

めて不合理な決定を下したのである('2 )。 ここでマドラスにおける鉄道建

設要求は, 一時停止するに至つた。 この会社が再建されるのは, l849年

になってからである。
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(2) 東インド会社及び監督局の対応

東インド会社は, インド政庁からの調査結果とそれに対する見解を受

け取り, 建設に向けての具体的検討に入つていたが, 上述のように, 明

確な返答をこれまで選けてきたのであった。 この間の東インド会社の優

柔不断な対応に対して, 1847年6月2l日の東インド会社理事会におい

て, 理事の一人であるサリヴァン(Sullivan)は, インドの市場開発に鉄

道が必要不可欠であることは十分に認識しているにもかかわらず, 最終

的決定を遅らせていたことを痛烈に批判したのである“3)。 これに対して

議長のラシントン(J.L.Lushingotn)は, 預託させるのは建設資金を調

達できるかどうかをみるためであると反論して, 理事会全員が鉄道の有

効性を認識していると釈明した。しかしこのl846年10月から1847年7

月までの運れについては, 東インド会社と監督局との見解の相違による

ものであったことは, 後のインド鉄道建設遅滞調査委員会におけるメル

ヴ ィ ル  (J.Melvill) の証言によって明らかである('')。
東インド会社は, l 8 46年l1月4日付けの書簡で東インド鉄道会社に

対して東インド会社が管理権を保有することを条件に, べンガル州の北

部と南部の二ヶ所の区間に対する建設費としてi500万に 99年間年4%

の保証を認める方針であることを明らかにした。 しかしこの提案に対し

て監督局は保証期間をl5年に縮小した ('6 )。結局東インド会社が東イン

ド鉄道会社に対して正式に保証を認可したのは1847年2月になってか

らであった。 すでにその認可条件の概要に関してはタイムズ紙に明らか

にされていたが, その条件とは, ( 1 )カルカッタからデリーまでの直通

路線が幹線として建設されるべきこと, ( 2 ) i 3 0 0 万 に 4%の利子保証

を15年以上認めること, ( 3 )郵便, 軍隊, 政府関連物資の運賃は後日に

検 討 さ れ る こ と, ( 4 )東インド会社に払い込まれるi50万に対して利
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子がインドかイギりスにおいて支払われること, (5) 土地はインド政府

によって提供されること, (6)政府の鉄道買収は,鉄道開通から30年後

にその時点の公正な市場価格によって行使されること, (7) 鉄道会社は

特許状のみならず議会法によって法人の資格を与えられることなどであ

る ('°)。この内容は, インド政庁との応答と1844年に成立したイギリス鉄

道法(通称グラットストン法)に基づくものであった。例えば, イ ギ リ

ス鉄道法には株式名海, 応募数, 払込金額, さらに計画の実施可能性を

確認するべく調達資金の一部を裁判所に供託させる義務づけが規定され

ていた ('7 )。このイギリス方式がインド鉄道の場合にも適用されようとし

たのであった。 しかし東インド鉄道会社は, この提案に対して保証期間

が短過ぎることを理由に拒否したのである。

このような状況を打開するために, 東インド会社は, 東インド鉄道に

ついては, 預託金額を:950万から ,e 10万に引き下げることで, 4ヶ月以

内に東インド会社資金庫へ預託し, かつぺンガル大西部鉄道を合併する

ことを条件に,預託金に対して25年間5% の利子保証を認めることを伝

えた。同様の条件を大インド半島鉄道会社にも認め, 解散したマドラス

鉄道の再編の可能性をも示唆した。保証利子率を4% から5%へ, また

保証期間を15年から 25年に引き上げたことなどは, 東インド会社の大

幅な譲歩であった。ついにl847年9月に二つの鉄道会社との建設に向け

ての仮契約が締結された。

(3) 東インド会社への預託の失敗と交渉の停滞

(a) l847年恐慌と東インド鉄道

東インド鉄道は, さ っそく実験路線の出資者リスト作成に取りかかっ

た。と こ ろ が, l847年10月に金融危機が勃発して, ロンドン金融市場に

おいて資本を調達することがほとんど困難となった。これに加えてl848
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年初頭にはフランスの二月革命が勃発して金融市場が一層混乱すると,

ますますその困難さが增しインド鉄道会社を危機的状況に追い込ん

だ('8 )。結局東インド鉄道は, 東インド会社に預託すぺき資金il0万を期

日まで払い込めず, (1) 次年3月31日まで払い込みを延期する手続き

に入つたこと, (2) こ の資金を確保するために額面の価格をi50 か ら

i 2 0 に引き下げること, (3)取締役会の補強として, ボンぺイ商人でか

つ大インド半島鉄道ボンぺイ委員会の副委員長であるクロフォード (R.

W.Crawford), イギリスの貴族で国会議員のアグリオンビィ (H.Ag-
lionby), マージェンス(J.D.Magens), P&0汽船会社の創始者である

カールトン(F.Carleton)の4名を任命することがl848年2月l9日に

初めて開いた年次総会で決議したのである ('°)。
と こ ろ が, 東イント'鉄道は,延期した3月3l日の期日までにもi10万

を払い込めなかったために,更に約1ヶ月の延長を申請するとともに,同

年4月l8日に臨時総会を開き調達方法をめぐって再度検討することに

なった l2o)。東インド会社の大幅な設歩にもかかわらず, この資金調達が

不可能となったのは, 前述した如くl848年のョーロ ツパ革命の拡大に

よって商業・信用活動が停止されたからに他ならなかった。 へラパス鉄

道雑誌は, 東インド会社に対してこのような状況を理解し, 東インド鉄

道との契約を解消しないよう促していた ( 2')。 しかし, 期日まで払い込め

な かったことから, 仮契約は一旦破棄され, 新たな契約準備が行われる

ことになった。

東インド鉄道は,1848年7月18日に臨時株主総会を開き ( 22 ),実験路線

の建設に限定して建設総額をi300万からfl00万へ引き下げ, それに

伴つて預託金も ,f;10万からi6万へ引き下げて, 新たに再出発すること

を考えていた。この提案に対して東インド会社は, i 6万を直ちに東イン
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ド会社資金庫に払い込むことと4ヶ月以内に株主リス トを提出すること

を条件に, 交渉再開を約束した。しかし, 同鉄道会社は, i6万の預託を

済ませたが, も う一つの条件を満たすことができなかった。 とは言え望

みを捨てず,具体的な契約条項作成に向けて原案を東インド会社に送り,

東インド会社の理事長及び副理事長との会談を要請した。東インド会社

から条項作成のための検討委員会設置の通知を受け取つた東インド鉄道

は, 1848年l2月l8日社長の他4名の取締役をその検討委員会に派遺し

た。東インド会社からは理事長と副理事長の他4人の理事が参加した。こ

の会合は, 鉄道会社の一般的性格, 資金調達の可能性などを検討するた

めに鉄道の代表団を求めただけで, 具体的な方針を打ち出すに至らな

かった。しかし, 鉄道会社にと ってこの派適要請は, 5%の利子保証の不

可欠性を再度強調する絶好の機会となったのである l23'。
(b) 編花飢国iと大インド半島鉄道

東インド会社への建設資金の預託間題は, 大インド半島鉄道会社に

とっても, 東インド鉄道会社と同様に深刻な間題であった。大インド半

島鉄道の場合にはi3万の預託であったが, この金額でさえ調達が困難

な状況に追い込まれてしまっていたため, 監督局から東インド会社を通

じて登録株主のリストを提出するよう求められたのである。それは, い

うまでもなく資金調達の可能性を確認するためであった が, l847年6月

6日付けで同鉄道会社はボンぺイにおける株主の登録簿を確保する時間

を考慮するように要請せざるをえなかった‘2''。ーヶ月の延長を認められ

会社存続が可能となったものの, ここに至つて建設に必要な預託金確保

の困難さが露呈して, 交渉が暗礁に乗り上げてしまった ( 2S )。

と こ ろ が, イギリスの経済危機がインド鉄道会社の交渉に転機をもた

らすことになった。 1847年におけるアメリカでの締花裁培の失敗によ
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り, 原綿が急購してマンチェス一綿工業に深刻な事態をもたらしたから

である。 イギリス綿工業はアメリカ綿花裁培量の約半分以上を輸入して

お り, ア メ リ カ一極へ依存することの危機感も醸成しっつあった。イン

ドからの綿花輪入は, イギリス消費量のわずか13% にすぎず, その大部

分はポンべイから輸入されていた ( 2o)。1847年6月にマンチェスタ一商業

会議所, リ ヴ ァ プー ルの東インド・中国協会(会長ニコル(W.Nicol)は

大インド半島鉄道取締役に就任していた), マンチェスタ一商業協会, そ

してグラスゴ一商工業会議所が相次いで大インド半島鉄道を支援するよ

うに東インド会社に要請したのである l27)。 マンチェスタ一商業会議所

は, 束インド会社に対して5%の保証を与えるように促した覚書を送つ

ている。 他方ボンべイにおける新聞も鉄道間題を取り上げ支援する記事

を載せている (28)。こうしたボンべイと連携したイギリス商工業界の支援

運動は, 新聞, 雑誌による世論への働きかけによって l 2o), さらにはイギ

リス識会において J. プライトが大インド半島鉄道は綿花地帯の開発に

と って不可欠であることを力説したことで( 3°), イギリス国内にインド鉄

道間題がイギリスの発展上いかに必要不可欠であるかを認識せしめるに

至つたのである。かくして, イギリス綿工業界や東インド貿易関係者か

らの圧力に屈し, 東インド会社は10月7日付けの手紙において, 新たな

建設条件を提示するに至つた。1848年1月1日までに東インド会社国庫

に預託金としてi3万を払い込むことを条件にポンぺイからカリヤンま

での建設費i50万に対して利子率5% を25年間保証することを認める

というものであった ( 3''。
(c) 鉄道推進団の結成と監督局

以上のようなべンガルとボンべイにおける鉄道建設交渉について, イ

ギリス議会においてインド監督局長ホプハウ ス(J.C.Hobhouse)は, マ
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ホーン卿(LordMahom)の質間に答えて, 二つの鉄道会社に対する対

応が異なることを明らかにしていた。すなわち, 東インド鉄道会社に対

しては, 預託金を調達することに失敗した後保証額の增大と保証期間の

延長を要求してきたために契約を破案し, 他方で大インド半島鉄道に対

しては, 払い込み日を4ヶ月延長することで計画の実効性を期待して契

約交渉の継続を約束していたことである (32'。 この説明によって, 特に綿

業利害を代弁する識員達は, 危機感と期待感が入り交じった感情にとら

われていったのである。

かくして, 消極的姿勢を取つてきた監管局のもとで東インド鉄道を優

先してきた東インド会社は, 大インド半島鉄道を優先する傾向を示し始

めた。 これに応えるぺく大インド半島鉄道は, ポンぺイにおける株式応

募数3万株のリストを本国に送つた。会社全体では8万株に達し総額が

940万となって, 現在の暫定的契約のもとでは充分な額であった (33'。マ

ンチェスターにおいて, 1848年ll月にインドに鉄道を導入するために

マンチェスタ一商業会識所とマンチェスタ一商業協会 (Manchester

CommercialAssociation)によって要請されて,支援大会が開かれた ( 3')。

マンチェスタ一市長ポーター (J.Porter)が議長を務め, インド綿貿易

関係者が多数集まっていた。例えばプラウン (W.Brown,M.P.), ヘン

リー(A.Henry,M.P.), プライト(M.P.), カーショー(J.Kershaw,M.

P.), ピルキントン(J.Pilkington,M.P.), プラザートン(J.Brotherton,

M.P.), へツ ド ( J.Head,M.P.), プレア(S.Blair,M.P.), バズレー (T.

Bazley: マンチェスタ一商業会議所会頭), ロス(M.Loss: マンチェス

タ一商業協会副会長), ラングワーズィ(E.R.Langworthy:サルフォー

ド市長) が出席していた。彼らは次のような決識をぉこなった。 すなわ

ち, ( l ) 英 領 イ ン ド は, これまで交通手段の欠如からイギリスに対して
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原綿供給を行えなかったこと, ゆえに今後原綿供給のためにはボンべイ

から内陸への鉄道システムの導入は必要不可欠であること, ( 2 ) 大 イ ン

ド半島鉄道計画に対してマンチェスターの商業及び製造業利書が全面的

支持を与えるぺきこと, ( 3 )イギりス政府, インド政庁, イギリス議会

に対する圧力組織として, アーミティジ(Mr.A.E.Armitage), バズ

レー, フィールデン (M.Filelden:President ofthe Chamber of Com-
merce of Blackbum), カーショー(Mr.A.Kershaw), ガードナー(R.

Gardner), アシュトン(T.Ashton), ハイド(Hyde), アッシュワース

(H.E.Ashworth), ウィットテイカー(J.Whittaker), ウィルソン(G .

Wilson), プライト兄弟 (J.Bright and Brothers) から構成される委員

会を結成すること, 以上である。 また同大会において, 東インド会社の

財政事情が紹介され, 過去l4年間に年間i2,000万以上の収益を確保し

てぉり, 昨年度にはi2,800万の収益をあげながら, 公共事業投資にはわ

ずか 1le143万程度しか支出されなかった現状が明らかにされた。 東イン

ド会社のインド経営に対する不満の根源がここに確認されるに至つたの

である。 具体的に同鉄道会社に対する支援として, まず株式会社のため

の識会法と適切な利子保証を確保することであった。

1849年l月24日の東インド会社理事会において, 一部の理事は東イ

ンド会社自身が鉄道建設を行うべきであると主張して, 鉄道会社との交

渉を終わらせる意向を監督局に伝えていた ( 3 5 )。 こ う  した事態を打開する

ために, 1849年2月に政府への陳情団結成に向けて4つのグループが提

携するに至つた。 その構成メンバーは表4 に示したとおりである。 マン

チェスターにおける2つの商業会議所は, 綿業利害を代弁するランカ

シ ャ ー, マンチェスター, サルフォード出身国会識員の支援を獲得した。

ロンドン金融利害からはゴールドスミッド(B.Go ldsm id )とウィル コ ツ
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表4. l848年2月8日インド鉄道建設をめぐる代表団

For the Great Indian Peninsula Railway

I''or the Commercialand Monied Inter,e8ts of London

8 l SirIsaacL. Goldsmid l
9 SirJJ.Guest M.P.

10 G.C.GIyn M.p.
l l  B M.Wilcox M.P.,Peninsula and OrientalSteam Company
For the Chamber of Commarce,Manchester

l 2 l ThomasBazley l 票農9ent of _anch的ter Chambr of Com-
For the Commercia●As8ociation, llverpoo●

l3 l J.A.Tumer I President of the Manchester Commercial Associa.
I l tion

ll1or the CommercialA8 8ociation,BIackburn

Right Hon.T.MiIner Gibson l M.P.

1 IRight Hon.-W hamcll意e
2 W J.Hamilton

3 ComeliusNichoIson

4 JM.White

lllor the Emt  Indian RaiIway

5 l H A.Aglionby

6 JohnCattley
7 C.Freshfield

l4

l5

l6

l 7

l 8

l 9

20

2 l

22

23

24

25

Montague F:eilden

J.Mcgregor
Wm. Brown

Alex.Hervey

J.Bright
J.Brotherton

Jas. Kershaw

Richard Cobden

Stephen Blair

Jas.Heald
Wilson Pattern

典換: Hempath's Railu,ayJot‘rnal, l 0  F:eb. l849.p. l27.
7'i'mes(London),9F:eb. 1849
DanielThomer,Im,estment mEmpire,pp. l58- l59.

Solicitor

M.P.

Solicitor

President of the Blackbum CommercialAssocia-
tion

M.P.M.P.M.P.

M.P.. ManchesterSchool

M.P.M.P.

M.P.,ManchesterSchooI

M.P.

M.P.M.P.
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クス (Mr.Wilcox) が, 大イ ンド半島鉄道会社からはウォーンクリ ッ へ

卿(LordWhamcliffe), ハ ミ ル ト ン ( M r.Hamilton)が, そして東イ

ンド鉄道会社からはアグリオンビィ(Mr.Aglionby), フレツシュフィー

ルド(Mr.Freshfield)が参加した。 この陳情団は, 1849年2月8日にイ

ンド監管局長ホプハウ スと会談した ( 3o)。会談は, 約2時間行われ, 特に

マンチェスター綿業利書は, 2,400万の人口を持つアメリカに i2,000万

の工業製品が輸出されるのに対してl値2,000万の人口をもつインドに

はわずかに f600万しか輸出していないという事実を突きつけた。また,

東インド鉄道の取締役でもあるロンドンシティの金融利書の代弁者ゴー

ル ド ス ミ ッ ド や カ ッ ト レ イ (Mr.Cattley)は, 保証が与えられれば必要

な資本を調達可能であると主張して, その証拠として数多くの有力なシ

ティ金融資本家達の署名をホプハウ スに提出した (37)。 かくして彼らの主

張に圧倒されたホプハウ スは, ( l )インドにすぐに鉄道を導入するこ

と, (2)建設は私企業によって実施されること, (3)資本調達に必要な

政府保証を行うこと, 以上3点についてその場で同意するに至つた。特

に私企業による建設を主張したことは, 東インド会社内に浮上していた

インド政庁による建設案を最終的に否定し, 今後の監管局の方針を確定

したという点で大きな意義があり, レツセフェール時代の流れに合致し

た決定であった。その後1949年8月1日に, 東インド会社と東インド鉄

道会社及び大インド鉄道会社との間でインド鉄道史上初めての利子保証

契約が締結され, インド鉄道建設時代の幕開けとなるのである (38)。

( l )  D.Thomer.op.alt.,p. 123.
( 2 ) ibild.,p. l24.
( 3 ) Her中出's Raihoqy Joumal,vol.9,l 0  April,l847,pp.498-502.
( 4 ) Letter form theChamnnof t h e Prooisionalaomm iue e of t h e G ml

1ndimPmiasuhr R a'tmりCompm y, to theHlon'bte TH,e Gooemor m
am a ? a l ao m 如 , S“0 m'm'ag t加 加tmdef i h6 f lla'l町 for f加
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( 5 )

6
7
8
9

( l0)
( l l )

( l2)
(13)
(14)

(26)
(27)
(28)
(29)

東イ ン ド会社の統治体制下におけるイ ン ド鉄道会社の進出過程

nm m inat ionof Got'emment in LSE Libraryof Unversity of London,
HE1(5)/14[spec].

B ntishParli:amentary (Hansafl「lDebates1847,cols.476,927. またイ ギ

リスの総花開発間題については,吉岡昭彦, 「イギリス資本主義確立樹の原約
間題」「東北大学文学部研究年報」l5(1965年);今田秀作「19世紀中菜のイ
ン ド線花開発」 「経 済 論 制 l 4 5-4(l990年4月);A.si lver, Manchester
Merhantandlndian Cotton,1847-7 2,Manchester,l965.

G.I.P.R.toEast India Company,10 Nov. l846,in RHC.
ibid.,22Mayl847,in RHC.
Hempath'Railu'ay Joum a l,l4March1846,p.38l-382.
ibid.22Aug. l846,p.l058. この会社の株主リストはl847年2月に開催

される総会に提出された。総数467名の名前がアルファぺツト順に職つてい

る。 Great North of India Railway Company:List of RegisteredShare-
holders in RHC.
Heral,ath's Raihoay Jl,ournal, vol.9,20 Feb. 1847,p.222.
ibild. , 5  June1847.p.667. この決定に対して Hlempaths Raihoay Jl,our.

nalは東インド会社の鉄道政策に対する批判を行つている。ibid.,P. 682.
ibild.,7Aug. l847,vol.9,pp.895-896.
ibid.,26 Junel847,p.741,24 June1848,p.657.
Select Committeeon theDelav of Indian Railwavs.l858. Mi,u‘te o f

ibid.,p.644.
ibid.,31Marchl849,p.334.
D.Thomer. of,.c;lll.. p. l45.
Herapath Railu,ay Jloumal,p.104l.
ibid., l 2  Junel847pp.705-706. 例えばへラパス鉄道雑誌は, 特許状更

新間題を取り上げカルカッタ地域の鉄道計画に集中した東インド会社を攻
舉したのである。

(30) ibd. ,27Nov. l847,p. l388 インド線花に関する調査報告に ついては,
RePortof t heS;elect Comminee ontheGroωthof Cono n i n I:ndia, 1 848,
( B'預sh Plarliamenta,yPape,s, 1847-4 8,vol.9. Paper5ll)
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(31) ibid., l 7  Junel848,pp. 626-627.
(32) ibid., 1  Julyl848,pp.690-691,692-693.
(33) ibid., p. l l37. その後さらにボンべイから2,000株の追加リストが送られ

た。ibid.,p.1234.
(34) ibid.,2Dec1848,pp.l257-1258.
(35) ?lectComLmittee on theDelay of the Indian Railway, Minuteof

E:t,idence,QQ.3878-82.
(36) D.Thomer, op.c;lt.,p. l27.
(37) Hempath's Railhl?の,Jlot‘rnal. 24F:eb. l849,p. l70.
(38) 蕭 l1保証契約の歴史的意義と間題点については, 拙稿「インド鉄道建設に

おける旧元利保証制度とその特質」 「西洋史研究」新組第l l号, l982年を参
照。

5. 小 括

以上, イ ン ド鉄道会社の活動に焦点を合わせて利子保証の交渉過程を

検討してきたが, 最後にその要点を確認してぉきたい。

第一は, 鉄道会社の設立についてである。 インドに鉄道を導入する動

きは, べンガル, ボンぺイ, マドラスを拠点として独自に展開され, そ

れぞれの地域の特徴がそのまま運動過程に反映されたと考えられる。 ま

ずぺンガルについてみると, スティープンソンの基本計画は, 実態調査

に基づくものではなかったとは言え, その後のインド鉄道路線網を明示

したことで興味深い。彼は, 北西部の豊かな農産物に着目したカルカッ

タを拠点とする貿易商や海運業者の商業的動機とカルカッタと北西部を

連結してインド帝国の保全を目論んだ東インド会社やインド政庁官僚達

の政治的軍事的動機を結合させたのである。 これに汽船会社の石炭燃料

の確保という動機が加わっていたことに留意すぺきである。 一方ポンべ

イでは, べンガルに対する対抗意識からボンべイ在住の商人の商業的動

機が強かったが, チャップマンが, その動きを本国の建設動機と統合さ

せて交渉を展開した。それにマンチェスタ一綿業資本の利書が加わり,綿
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花地帯の開発が最優先されていったのである。 またマドラスでは, 上述

の2地域とは異なり,必ずしも本国との積極的な築がりを見いだせず,そ

れゆえに東インド会社からの支援を受けられず頓挫してしまったのであ

るo

第;二 tま, 鉄道会社に対する支援方法についてである。鉄道発起人達は,

当初政府から金銭的援助を要求することを考えていなかったが, 現実の

調査結果が明らかになるにつれて投資家層の支援が得られず利子保証を

要求するに至つたことがわかる。 他方インド総督参事会会員らはシムズ

の調査報告をもとに経済的視点からインド鉄道の独立採算性を重視し,

最小限の援助として土地供与のみを考えていたが, しかしインド総督の

ハーディングは鉄道がもたらす政治的・軍事的・経済的側面から, 言い

換えればイ ンド帝国の統治の側面から利子保証の必要性を考えていた。

東インド会社も同様な考えであった。 ゆえに利子保証の必要性を認識す

るに至つた束インド会社と鉄道会社との間で, 数年間保証の額と率をめ

ぐって交渉されたのである。 特に 1847年恐慌(鉄道マニアの崩壊)以降

インド鉄道投資を促すための必要不可欠の要因とみなされるようにな

り, この利子保証の交渉を通じて保証契約の骨格が確定されていったと

言 え よ う。今後さらなる検討を必要とするが, 監督局と東インド会社と

の政策的対立が利子保証認可を遅らせる原因の一つであったことにも留

意してぉきたい。

第三は, 利子保証交渉過程におけるマンチェスタ一綿業利書の影響力

についてである。 ア メ リ カの綿花飢館の影響によって原綿価格が急購し

た こ と か ら, インド綿花への期待がにわかに高まって, マンチェスター

綿業利害は, インド鉄道建設の促進をマンチェスタ一産業界の救世手段

と認識するに至り, 大インド半島鉄道会社を積極的に支援する体制を作
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り出したのである。ロンドン金融利害を巻き込んでのこの支援体制こそ

が, インド監督局から最終的設歩を引き出しえた最大の要因であったと

言えよう。

最後は, 利子保証が東イ ンド会社の統治にいかなる意味を持つたかに

ついてである。私企業に利子保証を認可したことは, 東インド会社によ

るインド開発に限界があったことを監督局のみならず東インド会社自身

が認識せざるを得なかったことを示している。 しかし東インド会社の資

金庫に建設資金の一部を預託させるというシステムは, 鉄道会社による

資金調達力を試すためであったことはいうまでもないが, イ ン ドへの資

本投資経路を コ ントロールしようとした東インド会社の政策的配慮が

あったことに留意すぺきであろう。 この投資コ ントロールこそ, 東イン

ド会社による財政的支配の安定を保証するシステムに他ならなかったか

らである。 この点についてはその後の建設過程を検討することによって

よ り 明 ら か に な ろ う。

付記: 本稿は,平成11年科学研究費基盤研究(A) (2) 「南インド・タミル地域の社

会経済変化に関する歴史的研究」 (代表:東京大学大学院教授 水島 司, 課題番号

090410l2) の分担研究による研究成果の一部である。
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